


 利用年齢から見ると圧倒的に高齢者が多く、自主運行バスの代替としては、友人・知

人・近所の人にお願いしているのが一番多いとの結果であった。介護保険における介護

認定を受けている者であれば、介護タクシー等を利用するという手段もあるが、やはり、

１つ目の大きな課題としては、認定を受けていない者の移動手段をどのように確保する

のか、といったところがあげられる。 

   2つ目の課題としてあげられるものとしては、いかに民間活力の活用と促進を図ってい

くのかということである。自主運行バスが廃止となり、大きな役割を担っているのが、

タクシー事業所や介護タクシー等の事業を行なっている介護保険事業所等の存在である。

当町には、タクシー事業所が 1事業所、介護タクシー事業を行なっているのが 3事業所、

福祉有償運送を行なっている事業所が 2 事業所、計 6 つの事業所がタクシー等の運行を

行なっているが、町が事業を行なうに当たって、これらの民間活力を圧迫してしまわな

いように、施策を検討して行くことが重要であった。 

 

 の り  

） カ の  

     1 つ目の課題に対する対応策として、御浜町では「通院カー運行準備会」を平成 19

年 1 月に設置し、自主運行バスに変わるものについての検討を行なってきた。2 つ目

の課題についても意識しながら、対象者、対象地域、運行車両、運行系統、停留所、

運行回数、運行日数、運賃、運行事業者、委託条件など、様々な面から検討を行って

いった。そこで浮かび上がってきた案が、現在実施している「御浜町通院カー事業」

である。この事業は、町内に唯一あるタクシー事業所を活用し、利用者負担の軽減や

利用実態に応じた運行を行なうデマンド方式を取り入れるなど、完全予約制で合理的、

かつ利便性に富むものとして期待しながら、実施を目指したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・事業主体 御浜町 

・運行主体 美浜タクシー有限会社 

・運行形態 一般乗用旅客自動車運送事業 

・委託内容 通院カー運行業務、利用者予約受付業務及び利用券の収受業務 

・運行路線 みょうけん山コース（神木～中核病院行き）、紀州犬の里コース（阪本

～中核病院行き）、不動の滝コース（神木～開業医前へ巡回） 

・運行計画 運行日：みょうけん山コース 火曜日・金曜日 

            紀州犬の里コース 月曜日・木曜日 

            不動の滝コース 水曜日 

        運行時刻：各路線とも （行き） ８：３０発 

                   （帰り） １２：３０発 
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者が安全、安心な移動手段を継続的に確保していくことにつながっていくのではない

かと考えた。さらには、行政としても「住民の移動手段への確保」と「民間活力の活

用と促進」に対する姿勢を示すことにもなり、官・民・地域が一体となった取り組み

としてあげられるのではないだろうか。 

 

 

４ め 

現在行なっている事業で、移送や交通手段に関する課題が全て解決しているわけでは

ない。通院カー事業については試行運転ということであり、ＮＰＯへの支援事業も充分

といえるものでもないと思われる。これらの事業は、町単独又は県の補助事業という位

置づけで実施しているため、財源的な確保も大きな課題のひとつとしてあげられてくる。

全国的にも少子・高齢化が進み、介護保険の認定者も増加する中、今後ますます交通空

白地域や移動制約者が増加することが予想されるが、自主財源だけでの対応や利用者負

担での対応では限界がある。多くの人が利用し効率よく活用できるシステムについても

検討は必要であるが、制度的な面も含めて、社会全体での検討が必要となってきている

のではないかと考える。 
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